
急な発熱や病気でお困りの時にはぜひ「もみくんち」をご利用ください 

①発病       ②受診    ③電話で予約    ④利用    ⑤利用料金等支払いとお迎え 

                                    利用料は所得に対する 

                                    課税状況で決定します 

          ※診療情報提供書を 0 円.1000 円.2000 円 

          書いてもらって下さい                          のいずれかです      

もみくんちは、病中または病気の回復期にあるお子さんを仕事等の都合で家庭保育が出来ない保護者に代わっ

て、看護師と保育士が一時的にお預かりする病児保育事業施設です。 

もみくんちを利用するには登録申請が必要です。事前に高知市の病児保育事業実施施設及び高知市子ども育成

課に登録申請書を提出、もしくは利用当日にもみくんちで登録申請書を提出し、登録も可能です。 

②の病院受診時に必ず高知市病児保育事業診療情報提供書を医師に記載してもらい、利用申請書も一緒にもら

って下さい。電話での予約時に診療情報提供書の内容をお聞きします。利用当日、診療情報提供書と利用申請書

を必ずお持ち下さいね。 

 詳しいことは子ども育成課やもみのき病院内の「病児保育事業もみくんち」ホームページや、小児科や実施施

設でお配りしている“病児保育事業のごあんない”をご覧ください。また、直接もみくんちにお電話いただける

と対応いたしますので、下記連絡先へご気軽にお問合せ下さい。 

＊最近、予定時間を過ぎても来所をされず、連絡が取れない、といった事例が多発し困っております。 

連絡なしでのキャンセルが続く利用者については今後お断りをさせていただくようになります。 

次に利用を待っている場合もあり、多くの方にもみくんちを利用していただきたいと思っておりますので、

予約をキャンセルされる場合は、来所予定時間までにキャンセルの連絡をお願いします。 

なお、来所時間を３０分以上超えて連絡のない場合は、自動的にキャンセルとさせていただきます。 

留守番電話でのキャンセル手順 

①もみくんち（☎088-849-2184）へ電話 

②留守番電話音声が流れた後、子どもの名前、キャンセルする日を伝言に録音する 

メールでのキャンセル手順 

①momikunchi@mominoki-hp.or.jp 宛てにメール作成 メールアドレスＱＲコード 

②件名にキャンセルについてと入力し、本文に子どもの名前、キャンセルする日を入力する              

③入力内容に間違いがないかを確認してから送信する 

例）1月 5日・1月 6日・1月 7日を予約の場合 

                 6日のみキャンセルする場合：もみのき太郎・1月 6日 

             すべての予約をキャンセルする場合：もみのき太郎・1月 5 日・1月 6日・1月 7日 

 

 

 

病児・病後児保育事業所 もみくんち 

〒780-0945 高知市本宮町 101-1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰこだま 2 階  

TEL(088)849-2184    開設日：日・祝・年末年始除く 8：00～18：00 
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